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第１章 新成長戦略－「強い経済」「強い財政」「強い社会保障」の実現 

 

（｢強い経済｣の実現） 

第四の｢観光立国･地域活性化戦略｣のうち、観光は、文化遺産や自然環境を活かし

て振興することにより、地域活性化の切り札になる。既に、中国からの観光客の拡大

に向け、ビザの発行条件の大幅緩和が開始されている。 

農山漁村が生産、加工、流通までを一体的に担い、付加価値を創造することができ

れば、そこに雇用が生まれ、子どもを産み育てる健全な地域社会が育まれる。農林水

産業を地域の中核産業として発展させることにより、食料自給率の向上も期待される。

特に、低炭素社会で新たな役割も期待される林業は、戦後植林された樹木が生長して

おり、路網整備等の支援により林業再生を期待できる好機にある。戸別所得補償制度

の導入を始めとする農林水産行政は、こうした観点に立って進める。 

さらに、地域の活性化に向け、真に必要な社会資本整備については、民間の知恵と

資金を活用して戦略的に進めるとともに、意欲あふれる中小企業を応援する。 

 

 

 

第２章 新たな成長戦略の基本方針 

－経済・財政・社会保障の一体的建て直し－ 

 

「新成長戦略」のマクロ経済目標 

国民の満足度や幸福度には、所得などの経済的要素だけではなく家族や社会との関

わり合いなどの要素も大きな影響を持つ。「新しい公共」の考え方の下、全ての国民

に「居場所」と「出番」が確保され、市民や企業、NPO など様々な主体が「公（おお

やけ）」に参画する社会を再構築することは重要な課題である。政府は、マクロ経済

目標の実現に向け全力を尽くすとともに、官では行うことが困難な、国民の多様なニ

ーズにきめ細かく応えるサービスを無駄のない形で市民、企業、NPO 等が提供できる

社会の構築に向け、国民各層による取組を支える。 

 

政策の優先順位の判断基準 

「新成長戦略」に掲げる諸目標を達成するためには、予算編成において政策に優先

順位を付け、限られた財源を最も効果的に使う必要がある。需要・雇用の創出効果の
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大きさなど、以下に示す基準に沿って政策・事業の評価を行い、重点的な資源配分を

行う。 

 

(ⅰ)需要・雇用創出基準 

需要、雇用の創出効果を評価し、その効果の高い政策・事業を最優先する。その

際、例えば、現金給付より現物・サービス給付（利用券等の活用を含め）を優先し、

国民が必要とするサービスが確実に提供されるようにするとともに、雇用が拡大す

る点を重視する。 

また、海外需要を発掘し、対外競争力を高める効果の高い政策・事業を重視する

とともに、グローバル化に対応し得る規制・制度の改革やハブ空港、ハブ港湾等へ

の重点化した投資を進める。 

 

(ⅱ)「選択と集中」基準 

国民目線で政策や事業の必要性を総点検し、「選択と集中」の観点から、真に必

要性の高い分野への重点化、各分野における政策・事業の重点化、類似事業の重複

排除（省庁をまたがるものも含め）などを推進する。 

その際、以下の点に留意する。 

 

（国民参加基準） 

行政が独占してきた「公」を企業、NPO 等に開き、国民が積極的に公に参画する

ことを重視する。このため、行政による直轄事業を見直し、企業、NPO 等の参画

を認める事業、民間資金等活用事業や公共サービス改革を進める事業を重視する。

また、何が必要かの選択について、国民が積極的に意見を述べる機会の拡大を目

指す。 

 

(ⅲ)最適手段基準 

限られた財源の下で、最大限の効果を得るために、最適な政策手段を選択する。

例えば、デフレ下の実質高金利で抑えられている住宅等の需要の回復、インフラの

海外展開の支援、種々の分野における民間企業、NPO 等の参入支援などのために、

政策金融や公的資金と民間資金を組み合わせる様々な仕組みは効果的な政策手段

である。制度の見直しや創設も含め検討する。 

また、税制は、個人貯蓄の一層の活用や起業促進などに関して重要な役割を果た

す。 

さらに、社会資本の整備や維持管理･更新を効率的に実施するために、民間資金

等を活用する手法（PFI 等）をより積極的に活用できるよう、制度の見直しを行う。 
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第３章 ７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果 

フロンティアの開拓による成長 

（４）観光立国・地域活性化戦略 

～地域資源の活用による地方都市の再生、成長の牽引役としての大都市の再生～ 

（社会資本ストックの戦略的維持管理等） 

我が国の道路は高度経済成長期に集中的に整備され、現在、50 年以上経過した橋

梁は８％、トンネルは 18％であるが、20 年後には橋梁は 51％、トンネルは 47％に急

増すると言われており、農業用水利施設は 500 箇所前後の施設が毎年更新時期を迎え

ることになり、今後は、国・地方の財政状況の逼迫等により、社会資本ストックが更

新できなくなるおそれがある。このように高度経済成長期に集中投資した社会資本ス

トックが今後急速に老朽化することを踏まえ、維持修繕、更新投資等の戦略的な維持

管理を進め、国民の安全・安心の確保の観点からリスク管理を徹底することが必要で

ある。さらに、社会資本ストックについては、厳しい財政事情の中で、維持管理のみ

ならず新設も効果的・効率的に進めるため、PFI、PPP の積極的な活用を図る。 

 

成長を支えるプラットフォーム 

（６）雇用・人材戦略 

～「出番」と「居場所」のある国・日本～ 

（国民参加と「新しい公共」の支援） 

国民すべてが意欲と能力に応じ労働市場やさまざまな社会活動に参加できる社会

（「出番」と「居場所」）を実現し、成長力を高めていくことに基本を置く。 

このため、国民各層の就業率向上のために政策を総動員し、労働力人口の減少を跳

ね返す。すなわち、若者・女性・高齢者・障がい者の就業率向上のための政策目標を

設定し、そのために、就労阻害要因となっている制度・慣行の是正、保育サービスな

ど就労環境の整備等に２年間で集中的に取り組む。 

また、官だけでなく、市民、NPO、企業などが積極的に公共的な財・サービスの提

供主体となり、教育や子育て、まちづくり、介護や福祉などの身近な分野において、

共助の精神で活動する「新しい公共」を支援する。 

 

（地域雇用創造と「ディーセント・ワーク」の実現） 

国民の新たな参加と活躍が期待される雇用の場の確保のために、雇用の「量的拡大」

を図る。このため、成長分野を中心に、地域に根ざした雇用創造を推進する。また、

「新しい公共」の担い手育成の観点から、NPO や社会起業家など「社会的企業」が主

導する「地域社会雇用創造」を推進する。 

また、雇用の安定・質の向上と生活不安の払拭が、内需主導型経済成長の基盤であ

り、雇用の質の向上が、企業の競争力強化・成長へとつながり、その果実の適正な分

配が国内消費の拡大、次の経済成長へとつながる。そこで、「ディーセント・ワーク
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（人間らしい働きがいのある仕事）」の実現に向けて、「同一価値労働同一賃金」に向

けた均等・均衡待遇の推進、給付付き税額控除の検討、最低賃金の引上げ、ワーク・

ライフ・バランスの実現（年次有給休暇の取得促進、労働時間短縮、育児休業等の取

得促進）に取り組む。 

 

 

《21 世紀の日本の復活に向けた 21 の国家戦略プロジェクト》 

フロンティアの開拓による成長 

Ⅳ．観光立国・地域活性化における国家戦略プロジェクト 

11．「総合特区制度」の創設と徹底したオープンスカイの推進等 

地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の「選択と集中」の観点を最大

限活かす「総合特区制度」を創設する。具体的には、①我が国全体の成長を牽引し、

国際レベルでの競争優位性を持ちうる大都市等の特定地域を対象とする「国際戦略総

合特区（仮称）」を設け、我が国経済の成長エンジンとなる産業や外資系企業等の集

積を促進するため、必要な規制の特例措置及び税制・財政・金融上の支援措置等を総

合的に盛り込む。その際、法人税等の措置についても検討を行う。また、②全国で展

開する「地域活性化総合特区（仮称）」では、地域の知恵と工夫を最大限活かす規制

の特例措置及び税制・財政・金融上の支援措置等、「新しい公共」との連携を含めた

政策パッケージを講じる。 

これら総合特区制度の創設により、拠点形成による国際競争力等の向上、地域資源

を最大限活用した地域力の向上が期待される。 

また、アジア・世界からのヒト・モノ・カネの流れ倍増を目指し、羽田の「24 時

間国際拠点空港化」、首都圏空港を含めた徹底したオープンスカイを進めるとともに、

港湾の「選択と集中」を進め、民間の知恵と資金を活用した港湾経営の実現等を図る。 

 

14．公共施設の民間開放と民間資金活用事業の推進 

国、地方ともに財政状況が極めて厳しい中、必要な社会資本整備や既存施設の維持管

理・更新需要に最大限民間で対応していく必要がある。そのため、PFI制度にコンセ

ッション方式（※）を導入し、既存の法制度（いわゆる公物管理法）の特例を設ける

ことにより公物管理権の民間への部分開放を進める。あわせて、公務員の民間への出

向の円滑化、民間資金導入のための制度整備、地方公共団体への支援体制の充実など、

PFI制度の拡充を 2011 年に行う。 

これにより、PFI 事業規模について、2020 年までの 11 年間で、少なくとも約 10 兆

円以上（民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する法律施行から 2009 年

末までの 11 年間の事業規模累計約 4.7 兆円の２倍以上）の拡大を目指す。 

(※)公共施設の所有権を民間に移転しないまま、民間事業者に対して、インフラ等の

事業権（事業運営・開発に関する権利）を長期間にわたって民間に付与する方式。 
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成長を支えるプラット・フォーム 

Ⅵ．雇用・人材分野における国家戦略プロジェクト 

20．新しい公共 

「新しい公共」が目指すのは、一人ひとりに居場所と出番があり、人に役立つ幸せ

を大切にする社会である。そこでは、国民の多様なニーズにきめ細かく応えるサービ

スを、市民、企業、NPO 等がムダのない形で提供することで、活発な経済活動が展開

され、その果実が社会や生活に還元される。「新しい公共」を通じて、このような新

しい成長を可能にする。政府は、大胆な制度改革や仕組みの見直し等を通じ、これま

で官が独占してきた領域を「公(おおやけ)」に開く。このため、「「新しい公共」円卓

会議」や「社会的責任に関する円卓会議」の提案等を踏まえ、市民公益税制の具体的

制度設計やNPO 等を支える小規模金融制度の見直し等、国民が支える公共の構築に向

けた取組を着実に実施・推進する。また、新しい成長及び幸福度について調査研究を

推進する。 

官が独占していた領域を「公」に開き、ともに支え合う仕組みを構築することを通

じ、「新しい公共」への国民参加割合を 26％（「平成 21 年度国民生活選好度調査」に

よる）から約５割に拡大する。 

 

 

 

第４章 新しい成長と政策実現の確保 

新しい成長 

「新成長戦略」は、「強い経済」の実現により、できる限り早期に３％台の失業率

を実現し、失業のリスクを減らす。加えて、長期失業や非正規就業で生活上の困難に

直面している「孤立化」した人々を、個別的・継続的・制度横断的に支える「パーソ

ナル・サポート」制度を導入する。また、こうした活動の可能性を支援する「新しい

公共」すなわち、従来の行政機関ではなく、地域の住民が、教育や子育て、まちづく

り、防犯･防災、医療･福祉、消費者保護などに共助の精神で参加する公共的な活動を、

応援する。 

世界各国が、世界同時不況を一つの契機に、より公正で持続可能な資本主義と成長

の在り方についての本質的な検討を深めている。日本政府としては、幸福度に直結す

る、経済・環境・社会が相互に高め合う、世界の範となる次世代の社会システムを構

築し、それを深め、検証し、発信すべく、各国政府および国際機関と連携して、新し

い成長および幸福度（well-being)について調査研究を推進し、関連指標の統計の整

備と充実を図る。このことにより、新しい成長、新しい環境政策、新しい公共を、一

体的に推進するための基盤を構築する。 

5



早
期

実
施

事
項

（
20

10
年

度
に

実
施

す
る

事
項

）

ⅠⅠ

 
環

境
・
エ

ネ
ル

ギ
ー

大
国

戦
略

環
境

・
エ

ネ
ル

ギ
ー

大
国

戦
略

20
11

年
度

に

実
施

す
べ

き
事

項

20
13

年
度

ま
で

に

実
施

す
べ

き
事

項

20
20

年
ま

で
に

実
現

す
べ

き
成

果
目

標

5
0
兆

円
超

の
環

境
関

 
連

新
規

市
場

1
4
0
万

人
の

環
境

分
野

 
の

新
規

雇
用

・
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
国

内

 

一
次

エ
ネ

ル
ギ

ー
供

給
に

占
め

る

 

比
率

を
１

０
％

に

・
Z
E
H

（
ﾈ

ｯ
ﾄｾ

ﾞﾛ
ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ

ﾞｰ
/
ｾ

ﾞﾛ
ｴ

 

ﾐｯ
ｼ
ｮﾝ

 

ﾊ
ｳ

ｽ
）
を

標
準

的
な

新
築

 

住
宅

と
し

、
既

築
住

宅
の

省
ｴ
ﾈ

ﾘ

 

ﾌ
ｫ
ｰ

ﾑ
を

現
在

の
2
倍

程
度

ま
で

増

 

加
さ

せ
る

、
新

築
公

共
建

築
物

等

 

で
Z
E
B

（
ﾈ

ｯ
ﾄｾ

ﾞﾛ
ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ

ﾞｰ
/
ｾ

ﾞﾛ
ｴ

 

ﾐｯ
ｼ
ｮﾝ

 

ﾋ
ﾞﾙ

）
を

実
現

す
る

・
L
E
D

（
発

光
ダ

イ
オ

ー
ド

）
や

有
機

 

E
L
（
エ

レ
ク

ト
ロ

ル
ミ

ネ
セ

ン
ス

）
な

 

ど
高

効
率

次
世

代
照

明
を

、
フ

 

ロ
ー

で
1
0
0
％

普
及

さ
せ

る

・
家

庭
用

高
効

率
給

湯
器

を
、

単

 

身
世

帯
を

除
く
ほ

ぼ
全

世
帯

相
当

 

に
普

及
さ

せ
る

１
．

低
炭

素
化

の
推

進

基 本 施 策 業 務 ・ 家 庭

国
内

排
出

量
取

引
制

度
の

創
設

地
球

温
暖

化
対

策
の

た
め

の
税

の
導

入

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

普
及

拡
大

・
産

業
化

（
全

量
買

取
方

式
の

固
定

価
格

買
取

制
度

の
導

入
、

規
制

の
見

直
し

（
発

電
設

備
の

立
地

に
係

る
規

制
等

）
） 太

陽
光

、
風

力
（
陸

上
・
洋

上
）
、

小
水

力
、

地
熱

、
太

陽
熱

、
バ

イ
オ

マ
ス

等
の

再
生

 

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

導
入

目
標

の
設

定
、

 

ロ
ー

ド
マ

ッ
プ

の
策

定

「
環

境
未

来
都

市
」
構

想
（
環

境
未

来
都

市
整

備
促

進
法

（
仮

 

称
）
の

検
討

）

定
期

的
な

ト
ッ

プ
ラ

ン
ナ

ー
基

準
の

強
化

、
対

象
品

目
の

拡
大

都
市

鉱
山

の
リ

サ
イ

ク
ル

等
の

循
環

型
社

会
づ

く
り

の
推

進
の

た
め

の
規

制
・
制

度
改

革
や

技
術

開
発

支
援

等
の

総
合

的
施

策
の

推
進

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
量

や
温

室
効

果
ガ

ス
排

出
量

の
「
見

え
る

化
」
に

関
す

る
仕

組
み

の
構

築
、

各
家

庭
に

対
し

て
C

O
２

削
減

 

の
た

め
の

具
体

的
ア

ド
バ

イ
ス

を
行

う
「
環

境
コ

ン
シ

ェ
ル

ジ
ュ

」
の

育
成

エ
コ

家
電

等
の

省
エ

ネ
製

品
や

エ
コ

住
宅

の
普

及
促

進
の

た
め

の
措

置

国
内

ク
レ

ジ
ッ

ト
や

オ
フ

セ
ッ

ト
・
ク

レ
ジ

ッ
ト

の
拡

充
・
支

援
に

よ
る

中
小

企
業

等
の

低
炭

素
投

資
促

進
（
ヒ

ー
ト

ポ
ン

プ
・
コ

ジ
ェ

ネ
等

の
導

入
）

「
緑

の
都

市
化

」
と

都
市

・
地

域
構

造
の

低
炭

素
化

等
に

向
け

た
制

度
の

構
築

、
取

組
の

推
進

住
宅

・
建

築
物

の
ネ

ッ
ト

・
ゼ

ロ
・
エ

ネ
ル

ギ
ー

/ゼ
ロ

エ
ミ

ッ
シ

ョ
ン

化
に

向
け

た
、

省
エ

ネ
基

準
適

 

合
の

段
階

的
義

務
化

、
省

エ
ネ

基
準

の
見

直
し

、
達

成
率

向
上

に
向

け
た

執
行

強
化

、
既

存
住

 

宅
・
建

築
物

の
省

エ
ネ

化
促

進
、

省
エ

ネ
性

能
を

評
価

す
る

ラ
ベ

リ
ン

グ
制

度
の

構
築

等
の

実
施

省
エ

ネ
基

準
の

適
合

義
務

化

 

に
つ

い
て

、
対

象
、

時
期

等
の

 

検
討

・
新

法
に

基
づ

く
集

中
投

資
事

業
の

成
功

事
例

を
活

用
し

た
国

内
外

へ
の

展
開

の
促

進
・
各

省
の

関
連

予
算

の
集

約
、

執
行

の
一

元
化

・
規

制
改

革
、

税
制

の
グ

リ
ー

ン
化

、
金

融
手

法
等

の
特

例
の

検
討

・
実

施

ス
マ

ー
ト

グ
リ

ッ
ド

の
導

入
、

情
報

通
信

技
術

の
利

活
用

、
熱

等
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

面
的

利
用

等
環

境
負

荷
低

減
事

業
の

推
進

※
コ

ジ
ェ

ネ
：
熱

電
併

給

低
炭

素
都

市
づ

く
り

ガ
イ

ド

 

ラ
イ

ン
等

の
策

定
・
普

及
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早
期

実
施

事
項

（
20

10
年

度
に

実
施

す
る

事
項

）

ⅡⅡ

 
健

康
大

国
戦

略
健

康
大

国
戦

略

20
11

年
度

に

実
施

す
べ

き
事

項

20
13

年
度

ま
で

に

実
施

す
べ

き
事

項

20
20

年
ま

で
に

実
現

す
べ

き
成

果
目

標

医
療

の
市

場
規

模 59
兆

円

介
護

の
市

場
規

模 19
兆

円

新
規

雇
用

 

20
1万

人

平
均

在
院

日
数

（
19

日
）

 
の

縮
減

＝
国

民
の

Q
O

L 
向

上
、

職
場

・
家

庭
へ

の

 
早

期
復

帰
実

現

医
療

・
介

護
分

野
の

セ
ー

 
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
充

実
に

よ
る

 
将

来
不

安
の

緩
和

に
よ

り
、

 
「
貯

蓄
か

ら
消

費
へ

」
の

拡

 
大

１
．

医
療

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

基
盤

強
化

、
高

齢
者

の
安

心
な

暮
ら

し
の

実
現

介
護

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

（
マ

ン
パ

ワ
ー

 

を
含

む
。

）
に

関
す

る
今

後
の

需
要

予
測

 

を
踏

ま
え

た
グ

ラ
ン

ド
デ

ザ
イ

ン
の

策
定

公
的

保
険

サ
ー

ビ
ス

を
補

完
し

、
利

用
者

の
多

様
な

ニ
ー

ズ
に

応
え

る
介

護
保

険
外

サ
ー

ビ
ス

の

 

利
用

促
進

策
（
地

域
に

お
け

る
提

供
促

進
体

制
の

構
築

強
化

を
含

む
。

）
の

検
討

・
実

施

介
護

基
盤

の
整

備
（
2
0
0
9
～

1
1
年

度
末

ま
で

 

の
合

計
で

1
6
万

床
整

備
）

P
P

P
（
官

民
連

携
）
に

よ
る

公
共

賃
貸

住
宅

 

団
地

へ
の

医
療

・
福

祉
施

設
導

入

民
間

事
業

者
等

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
付

き

 

高
齢

者
賃

貸
住

宅
の

供
給

支
援

民
間

事
業

者
等

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

 

賃
貸

住
宅

の
制

度
化

に
関

す
る

法
律

の
改

正

グ
ラ

ン
ド

デ
ザ

イ
ン

の
進

捗
評

価
と

見
直

し

・
４

疾
病

５
事

業
の

医
療

連
携

体
制

の
構

築
強

化
・
国

民
に

対
す

る
「
病

院
機

能
の

見
え

る
化

」
強

化

遠
隔

医
療

の
適

切
な

普
及

の
た

め
の

 

現
行

規
制

の
解

釈
・
要

件
明

確
化

（
2
0
1
0

 

年
度

措
置

、
以

後
継

続
的

に
検

討
・
措

置
）

・
ニ

ー
ズ

を
踏

ま
え

た
遠

隔
医

療
の

拡
大

に
向

け
た

法
令

等
の

見
直

し
・
診

療
報

酬
の

活
用

そ
の

他
の

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
に

つ
い

て
検

討
・
結

論
（
い

ず
れ

も
2
0
1
2
年

度
ま

で
に

）

O
E
C

D
平

均
並

み
実

働
医

師
数

の
確

保

・
看

護
師

、
薬

剤
師

、
介

護
職

員
等

、
既

 

存
の

医
療

・
介

護
関

連
職

種
の

活
用

促

 

進
・
役

割
拡

大
・
医

療
ク

ラ
ー

ク
等

の
大

幅
な

導
入

促
進

2
4
時

間
地

域
巡

回
型

訪
問

サ
ー

ビ
ス

、
レ

ス
パ

 

イ
ト

ケ
ア

（
家

族
の

介
護

負
担

軽
減

）
拡

充
の

 

本
格

実
施

・
グ

ラ
ン

ド
デ

ザ
イ

ン
の

進
捗

評
価

と
見

直
し

・
地

域
包

括
ケ

ア
推

進
の

法
体

系
等

の
整

備

 

（
2
0
1
2
年

度
）

急
性

期
医

療
の

機
能

強
化

に
よ

る
平

均
在

院
日

数
の

 

縮
減

・
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

へ
の

社
会

 

医
療

法
人

の
参

入
（
結

論
）
、

公
益

性

 

等
を

踏
ま

え
た

運
営

主
体

規
制

の
見

直

 

し
（
検

討
開

始
）

・
い

わ
ゆ

る
施

設
サ

ー
ビ

ス
等

の
供

給

 

総
量

に
係

る
参

酌
標

準
の

撤
廃

※
４

疾
病

：
が

ん
、

脳
卒

中
、

急
性

心
筋

梗
塞

、
糖

尿
病

 

５
事

業
：
救

急
、

災
害

時
、

へ
き

地
、

周
産

期
、

小
児

医
療

情
報

通
信

技
術

の
活

用
等

の
効

果
を

踏
ま

 

え
た

効
率

的
事

業
運

営
や

人
的

資
源

有
効

 

活
用

を
促

す
規

制
改

革
の

検
討

・
結

論

 

：

 

訪
問

介
護

事
業

所
に

お
け

る
サ

ー
ビ

ス
提

 

供
責

任
者

配
置

基
準

 

等

医
療

提
供

体
制

（
マ

ン
パ

ワ
ー

を
含

む
。

）

 

に
関

す
る

今
後

の
需

要
予

測
を

踏
ま

え

 

た
グ

ラ
ン

ド
デ

ザ
イ

ン
の

策
定

※
診

療
報

酬
・
介

護
報

酬
の

同
時

改
定

（
20

12
年

度
）

 

新
た

な
医

療
計

画
の

策
定

（
20

12
年

度
）

※
新

た
な

介
護

保
険

事
業

計
画

の
策

定
(2

01
1年

度
）

定
期

借
地

権
を

活
用

し
た

介
護

施
設

等
へ

の
未

利
用

国
有

地
の

貸
付

等
（
2
0
1
0
年

度
運

用
開

始
）
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早
期

実
施

事
項

（
20

10
年

度
に

実
施

す
る

事
項

）

ⅣⅣ

 
観

光
・
地

域
活

性
化

戦
略

観
光

・
地

域
活

性
化

戦
略

 
～

地
域

資
源

の
活

用
に

よ
る

地
方

都
市

再
生

、
成

長
の

牽
引

役
と

し
て

の
大

都
市

の
再

生
～

～
地

域
資

源
の

活
用

に
よ

る
地

方
都

市
再

生
、

成
長

の
牽

引
役

と
し

て
の

大
都

市
の

再
生

～

20
11

年
度

に

実
施

す
べ

き
事

項

20
13

年
度

ま
で

に

実
施

す
べ

き
事

項

20
20

年
ま

で
に

実
現

す
べ

き
成

果
目

標

１
．

大
都

市
の

再
生

拠
点

形
成

に
よ

る
国

際
競

争
力

等
の

向
上

大
都

市
の

成
長

戦
略

の
策

定
、

大
都

市
の

イ

 

ン
フ

ラ
整

備
の

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
と

な
る

「
大

都

 

市
圏

戦
略

基
本

法
（
仮

称
）
」
案

の
提

出

「
大

都
市

圏
戦

略
基

本
法

（
仮

称
）
」
の

施
行

民
間

都
市

開
発

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
係

る
規

制

 

緩
和

・
金

融
措

置
等

（
法

案
提

出
）

民
間

都
市

開
発

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
係

る
規

制
緩

和
・

 

金
融

措
置

等
（
立

上
げ

支
援

）

３
．

社
会

資
本

の
戦

略
的

な
新

設
・
維

持
管

理
社

会
資

本
ス

ト
ッ

ク
の

効
率

 
的

、
戦

略
的

な
新

設
・
維

持

 
管

理
の

実
現

20
10

年
～

20
20

年
の

Ｐ
Ｆ

Ｉの

 
事

業
規

模
：
少

な
く
と

も
約

10
兆

 
円

以
上

（
PF

I法
施

行
か

ら
20

09
年

末
ま

で
の

 

事
業

規
模

累
計

約
4.

7兆
円

の
少

な
く

 

と
も

２
倍

以
上

の
拡

大
）

コ
ン

セ
ッ

シ
ョ

ン
方

式
（
※

）
の

導
入

等
に

 
係

る
Ｐ

Ｆ
Ｉ（

民
間

資
金

等
活

用
事

業
）
制

 
度

の
拡

充

公
物

管
理

の
民

間
開

放
、

公
務

員
の

民
間

 

へ
の

出
向

の
円

滑
化

、
民

間
資

金
導

入
の

 

制
度

整
備

等
Ｐ

Ｐ
Ｐ

・
Ｐ

Ｆ
Ｉの

更
な

る
活

用
促

 

進
へ

向
け

た
諸

施
策

の
実

施

公
共

施
設

整
備

を
行

う
際

、
ま

ず
P

FI
手

法

 

で
整

備
す

る
こ

と
を

検
討

す
る

制
度

の
導

入

 

に
向

け
た

検
討

国
及

び
地

方
自

治
体

に
お

い
て

今
後

見
込

ま

 

れ
る

社
会

資
本

の
更

新
需

要
の

洗
い

出
し

国
及

び
地

方
自

治
体

に
お

け
る

社
会

資
本

 

の
維

持
管

理
、

更
新

投
資

等
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

 

に
係

る
計

画
の

作
成

の
促

進

（
１

）
地

方
の

「
創

造
力

」
と

「
文

化
力

」
の

芽
を

育
て

る
施

策

地
域

資
源

を
最

大
限

活
用

 
し

た
地

域
力

の
向

上

２
．

地
域

政
策

の
方

向
転

換

（
２

）
「
地

域
主

権
」型

社
会

の
構

築

※

 

施
設

の
所

有
権

を
移

転
せ

ず
、

民
間

事
業

者
に

イ
ン

フ

 

ラ
の

事
業

運
営

や
開

発
に

関
す

る
権

利
を

長
期

間
に

わ

 

た
っ

て
付

与
す

る
方

式
。

道
路

・
河

川
空

間
の

オ
ー

プ
ン

化
等

最
大

５
～

８
兆

円
の

民
間

 
投

資
を

実
現

地
域

や
社

会
の

ニ
ー

ズ
に

対
応

し
た

国
有

財
産

・
独

立
行

政
法

人
保

有
資

産
の

有
効

活
用

等

・
地

域
再

生
等

に
係

る
利

用
促

進
・
独

法
資

産
の

実
態

把
握

に
基

づ
く
見

直
し

に
よ

る
有

効
活

用
、

国
庫

納
付

等
の

推
進

定
住

自
立

圏
の

形
成

促
進

地
域

主
権

戦
略

の
一

環
と

し
て

課
題

の
整

理
と

解
決

「
緑

の
分

権
改

革
」
の

推
進

離
島

・
過

疎
地

域
等

の
条

件
不

利
地

域
の

 

自
立

・
活

性
化

の
支

援

意
欲

を
有

す
る

建
設

企
業

 
（
1万

社
）
の

転
業

・
事

業
転

換

「
国

際
戦

略
総

合
特

区
（
仮

称
）
」

 
制

度
創

設
に

係
る

法
案

の
提

出

指
定

さ
れ

た
「
国

際
戦

略
総

合
特

区
（
仮

称
）
」
に

必
要

な
規

制
の

特
例

措
置

及
び

税
制

・
財

政
・
金

融
上

 

の
支

援
措

置
等

の
実

施

「
国

際
戦

略
総

合
特

区
（
仮

称
）
」
の

理
念

の
周

知
徹

底
、

提
案

募
集

及
び

指
定

（
国

際
競

争
力

を
発

揮

 

す
る

戦
略

的
区

域
に

限
定

）

指
定

さ
れ

た
「
地

域
活

性
化

総
合

特
区

（
仮

称
）
」
に

必
要

な
規

制
の

特
例

措
置

及
び

税
制

・
財

政
・
金

融
上

 

の
支

援
措

置
等

の
実

施

「
地

域
活

性
化

総
合

特
区

（
仮

称
）
」
の

理
念

の
周

知
徹

底
、

提
案

募
集

及
び

指
定

（
全

国
で

展
開

し
、

 

地
域

活
性

化
に

資
す

る
特

区
）

「
地

域
活

性
化

総
合

特
区

（
仮

称
）
」

 
制

度
創

設
に

係
る

法
案

の
提

出

建
設

企
業

の
転

業
・
事

業
転

換
支

援
策

の
検

討
・
実

施

8



早
期

実
施

事
項

（
20

10
年

度
に

実
施

す
る

事
項

）
20

11
年

度
に

実
施

す
べ

き
事

項

20
13

年
度

ま
で

に

実
施

す
べ

き
事

項

20
20

年
ま

で
に

実
現

す
べ

き
成

果
目

標

全
国

の
主

要
道

の
交

通
渋

滞
の

大
幅

減

 
（
交

通
事

故
減

に
も

貢
献

）

情
報

通
信

技
術

の
徹

底

 
的

な
利

活
用

に
よ

る
新

市

 
場

の
創

出
（
約

７
０

兆
円

の
関

連
新

 
市

場
の

創
出

を
目

指
す

）

デ
ー

タ
セ

ン
タ

ー
の

国
内

立
地

整
備

等
の

制

 

度
見

直
し

の
検

討

デ
ー

タ
利

活
用

を
促

進
す

る
た

め
の

制
度

見
直

し
等

の
ク

ラ
ウ

ド
コ

ン
ピ

ュ
ー

テ
ィ

ン
グ

の
競

争
力

確
保

の
た

め
の

環
境

の
整

備

ホ
ワ

イ
ト

ス
ペ

ー
ス

な
ど

新
た

な
電

波
の

有
効

利
用

交
通

の
高

度
情

報
化

、
シ

ス
テ

ム
の

海
外

 

展
開

を
見

据
え

た
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
の

策
定

運
用

モ
デ

ル
の

検
討

プ
ロ

ー
ブ

情
報

の
集

約
・
活

用
の

効
果

の
検

証

グ
リ

ー
ン

IT
S

サ
ー

ビ
ス

の
運

用
開

始

（
試

験
運

用
を

含
む

。
）
、

交
通

管
制

の
高

度
化

「
教

育
の

情
報

化
ビ

ジ
ョ

ン
（
仮

称
）
」
の

策
定

21
世

紀
に

ふ
さ

わ
し

い

学
校

教
育

の
実

現

・
教

科
書

の
電

子
書

籍
化

等
に

つ
い

て
制

度
改

正
を

含
め

検
討

・
推

進

ホ
ワ

イ
ト

ス
ペ

ー
ス

の
活

用
な

ど
電

波
の

有
効

利
用

の
た

め
の

方
策

の
策

定

デ
ジ

タ
ル

コ
ン

テ
ン

ツ
を

含
む

著
作

物
の

権

 

利
制

限
の

一
般

規
定

に
つ

い
て

、
法

制
度

 

整
備

の
た

め
の

具
体

案
と

り
ま

と
め

実
現

の
た

め
の

著
作

権
法

の
改

正

 

案
の

国
会

提
出

著
作

権
制

度
上

の
課

題
（
保

護
期

間
、

 

補
償

金
制

度
の

在
り

方
等

）
に

つ
い

 

て
結

論
（
２

０
１

２
年

）

戦
略

分
野

へ
の

技
術

開
発

の
集

中
・
推

進
（
新

世
代

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

、
ク

ラ
ウ

ド
、

革
新

的
デ

バ
イ

ス
、

立
体

映
像

シ
ス

テ
ム

等
）

児
童

生
徒

１
人

１
台

の
情

報
端

末
に

よ
る

教
育

の
本

格
展

開
の

検
討

・
推

進

開
発

成
果

の
早

期
の

市
場

投
入

３
．

新
市

場
の

創
出

※
「
ホ

ワ
イ

ト
ス

ペ
ー

ス
」
・
・
・
放

送
用

な
ど

あ
る

目
的

の
た

め
に

割
り

当
て

ら
れ

て
い

る
が

、
地

理
的

条
件

や
技

術
的

条
件

に
よ

っ
て

他
の

目
的

に
も

利
用

可
能

な
周

波
数

。

※
「
ＩＴ

Ｓ
」

 

・
・
・
In

te
lli

ge
n
t 

T
ra

n
sp

o
rt

 S
ys

te
m

s（
高

度
道

路
交

通
シ

ス
テ

ム
）
の

略
で

、
情

報
通

信
技

術
等

を
活

用
し

、
人

と
道

路
と

車
両

を
一

体
の

シ
ス

テ
ム

と
し

て
構

築
す

る
こ

と

 

で
、

渋
滞

、
交

通
事

故
、

環
境

悪
化

等
の

道
路

交
通

問
題

の
解

決
を

図
る

も
の

。

大
規

模
サ

イ
バ

ー
攻

撃
へ

の
対

応
、

ク
ラ

ウ
ド

化
や

IP
v6

に
対

応
し

た
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

策
定

な
ど

情
報

通
信

技
術

を
安

心
し

て
利

用
で

き
る

環
境

の
整

備

官
民

連
携

に
よ

る
高

齢
者

・
障

が
い

者
等

に
優

し
い

ハ
ー

ド
・
ソ

フ
ト

の
検

討
・
開

発
・
普

及
高

齢
者

、
障

が
い

者
の

社
会

参
画

促
進

と
安

全
な

暮
ら

し
の

確
保

独
居

老
人

見
守

り
サ

ー
ビ

ス

 

等
の

提
供

の
実

現
見

守
り

に
必

要
な

健
康

・
医

療
・

 

介
護

情
報

の
標

準
化

検
討

持
続

可
能

な
地

域
見

守
り

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

 

の
検

討
・
検

証
地

域
見

守
り

サ
ー

ビ
ス

基
盤

の
確

立
に

向
け

 

た
規

制
・
制

度
の

課
題

の
抽

出

モ
デ

ル
事

業
等

に
よ

る
実

証
研

究

ⅤⅤ

 
科

学
・
技

術
・
情

報
通

信
立

国
戦

略
科

学
・
技

術
・
情

報
通

信
立

国
戦

略

 
～

ＩＴ
立

国
・
日

本
～

②
～

ＩＴ
立

国
・
日

本
～

②
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早
期

実
施

事
項

（
20

10
年

度
に

実
施

す
る

事
項

）

Ⅵ

 
雇

用
・
人

材
戦

略

 
～

子
ど

も
の

笑
顔

あ
ふ

れ
る

国
・
日

本
～

①

20
11

年
度

に

実
施

す
べ

き
事

項

20
13

年
度

ま
で

に

実
施

す
べ

き
事

項

20
20

年
ま

で
に

実
現

す
べ

き
成

果
目

標

（
１

）
幼

保
一

体
化

す
べ

て
の

子
ど

も
に

保
護

者
の

就
労

形
態

等
に

よ
る

区
別

な
く
質

の
よ

い
成

育
環

境
の

整
備

少
な

く
と

も
2
0
1
7
年

に
は

働
く
こ

と
を

希
望

す
る

す
べ

て
の

人
が

仕
事

に
復

帰
で

き
る

体
制

の
整

備

①
女

性
の

就
業

継
続

等
に

よ
る

収
入

増
→

 

約
3
.3

兆
円

以
上

（2
02

0
年

度
）

（
2
0
2
0
年

に
お

け
る

女
性

労
働

力
増

：
約

10
0
万

人
）

②
保

育
サ

ー
ビ

ス
等

従
事

者
の

増
に

よ
る

所
得

増
→

 

約
0
.5

兆
円

以
上

（2
01

7
年

度
）

③
新

規
雇

用
者

数
→

 

約
1
6
万

人
以

上
（2

01
7
年

度
）

（
保

育
サ

ー
ビ

ス
等

従
事

者
の

増
）

・
幼

稚
園

、
保

育
所

の
垣

根
を

取
り

払
い

（
保

育
に

欠
け

る
要

件
の

撤
廃

等
）
、

新
た

な
指

針
に

基
づ

き
、

幼
児

教
育

と
保

育
を

と
も

に
提

供
す

る
「
こ

ど
も

園
（
仮

称
）
」
に

一
体

化
・
利

用
者

と
事

業
者

が
契

約
す

る
利

用
者

補
助

方
式

へ
の

転
換

「
こ

ど
も

指
針

（
仮

称
）
」
の

策
定

（
幼

稚
園

教
育

要
領

と
保

育
所

保
育

指
針

の
統

合
（
一

本
化

）
）

国
及

び
地

方
に

お
け

る
実

施
体

制
の

一
元

化
（
「
子

ど
も

家
庭

省
（
仮

称
）
」
の

創
設

等
）

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

及
び

放
課

後
子

ど
も

教
室

の
体

制
を

育
児

・
教

育
支

援
の

観
点

か
ら

改
善

・

 

強
化

（
小

１
、

小
４

の
壁

解
消

）

１
．

 

待
機

児
童

の
解

消
（
就

学
前

）
～

育
児

サ
ー

ビ
ス

を
質

量
と

も
に

増
強

～

そ
の

他
、

育
児

休
業

の
取

得
期

間
・
方

法
の

弾
力

化
、

育
児

休
業

取
得

先
進

企
業

へ
の

優
遇

策
等

を
あ

わ
せ

て
実

施

同
時

に
、

利
用

希
望

競
合

時
の

優
先

順
位

の
つ

け
方

に
つ

い
て

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

作
成

同
時

に
、

育
児

サ
ー

ビ
ス

や
職

員
の

質
等

の
評

価
・
情

報
提

供
体

制
、

指
導

監
督

体
制

の
整

備

※

 

上
記

の
施

策
の

具
体

化
な

ど
詳

細
に

つ
い

て
は

、
引

き
続

き
「
子

ど
も

・
子

育
て

新
シ

ス
テ

ム
検

討
会

議
」
に

お
い

て
検

討
（
20

11
年

通
常

国
会

ま
で

に
所

要
の

法
案

を
提

出
）

（
３

）
育

児
サ

ー
ビ

ス
へ

の
集

中
投

資
に

よ
る

環
境

整
備

・
ま

ち
づ

く
り

と
連

携
し

て
子

育
て

支
援

施
設

の
整

備
を

推
進

す
る

仕
組

み
づ

く
り

（
再

開
発

等
の

機
会

を
捉

え
た

新
規

整
備

、
小

学
校

の
空

き
教

室
等

既
存

ス
ト

ッ
ク

の
有

効
活

用
に

よ
る

施
設

誘
致

等
）

・
子

育
て

支
援

施
設

間
連

携
の

仕
組

み
づ

く
り

（
施

設
・
園

庭
の

共
有

、
開

放
等

）
・
子

育
て

支
援

施
設

へ
の

未
利

用
国

有
地

の
定

期
借

地
権

を
活

用
し

た
貸

付
け

や
庁

舎
・
宿

舎
の

空
き

ス
ペ

ー
ス

の
貸

付
け

等
・
保

育
マ

マ
等

の
育

成
支

援

（
２

）
多

様
な

事
業

主
体

の
参

入
促

進

 

～
イ

コ
ー

ル
フ

ッ
テ

ィ
ン

グ
等

～

・
指

定
制

度
の

導
入

（
施

設
型

・
非

施
設

型
を

問
わ

ず
多

様
な

サ
ー

ビ
ス

を
客

観
的

基
準

に
よ

り
指

定
）

・
「
こ

ど
も

園
（
仮

称
）
」
に

つ
い

て
価

格
制

度
を

一
本

化
す

る

客
観

的
基

準
に

よ
る

施
設

認
可

の
徹

底

・
施

設
整

備
費

の
在

り
方

の
見

直
し

・
運

営
費

の
使

途
範

囲
は

事
業

者
の

自
由

度
を

持
た

せ
、

一
定

の
経

済
的

基
礎

の
確

保
等

を
条

件
に

、
他

事
業

等
へ

の
活

用
を

可
能

に
・
配

当
が

制
約

さ
れ

て
い

な
い

旨
関

係
者

に
周

知
・
株

式
会

社
等

に
対

す
る

社
会

福
祉

法
人

会
計

適
用

の
見

直
し

・
多

様
な

サ
ー

ビ
ス

を
幅

広
く
指

定
・
子

育
て

利
用

券
制

度
等

利
用

者
が

選
択

で
き

る
仕

組
み

を
整

備

保
育

マ
マ

、
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

、
育

児
支

援

 

N
P

O
等

と
子

育
て

支
援

施
設

が
相

互
連

携

 

を
行

う
仕

組
み

づ
く
り

２
．

 

働
く
こ

と
を

希
望

す
る

す
べ

て
の

人
が

仕
事

を
継

続
・
復

帰
～

サ
ー

ビ
ス

メ
ニ

ュ
ー

の
多

様
化

等
～

延
長

保
育

、
休

日
・
早

朝
・
夜

間
・
短

時
間

 

保
育

、
一

時
預

か
り

、
病

児
・
病

後
児

保

 

育
、

事
業

所
内

保
育

等
の

提
供

に
対

す
る

 

支
援

放
課

後
対

策
の

体
制

を
整

理
・
強

化

「
子

ど
も

家
庭

省
（
仮

称
）
」
の

創
設

等
の

検
討
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新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策（抄） 

（平成 22 年 9 月 10 日閣議決定） 

 

Ⅲ．緊急的な対応の具体策 

 

２．「投資」の基盤づくり 

（３）新たなPPP・PFI事業の案件形成支援【内閣府、国土交通省】 

 

＜具体的な措置＞ 

民間資金を活用したコンセッション方式※等の新たな PPP・PFI 事業を導入す

るため、民間企業等から提案を募集し、事業スキームの検討、実施可能性の向

上を図る等、事業案件の形成を推進する。 

 

※ 公共施設の所有権を民間に移転しないまま、インフラ等の事業権（事業運営・開発に関する権利）を

長期間にわたって民間事業者に付与する方式 

 

 

５．日本を元気にする規制改革１００ 

 

＜具体的な措置＞ 

○保育その他の分野 

 （略） 

・ 電波の有効利用のため、周波数再編に要するコスト負担についてオークシ

ョン制度の考え方も取り入れる等、迅速かつ円滑に周波数を再編するため

の措置を平成 23 年度中に講じる。 
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